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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
野
間
健
君
提
出
社
会
保
険
労
務
士
に
対
す
る
不
適
切
対
応
事
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
は
、
栃
木
労
働
局
に
お
い
て
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
に
同
局
の
職
員
か
ら
聞
き
取
り
を
行
っ

た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
同
局
が
、
同
年
四
月
二
十
三
日
に
、
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
御
指
摘
の
事
業
主
に

対
し
て
報
告
徴
収
を
実
施
し
た
際
に
同
席
し
た
社
会
保
険
労
務
士
と
の
や
り
取
り
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
御
指
摘
の

「
令
和
八
年
四
月
二
十
八
日
」
に
は
、
当
該
報
告
徴
収
を
実
施
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
月
二
十
三
日
の
や
り
取
り
に
関

し
て
言
え
ば
、
当
該
聞
き
取
り
に
お
い
て
、
当
該
職
員
か
ら
当
該
社
会
保
険
労
務
士
に
対
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
暴

言
」
や
「
不
適
切
発
言
」
が
行
わ
れ
た
事
実
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
よ
う
な
「
不
適
切
な
言
動
」
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
「
こ
の
よ
う
な
労
働
局
職
員
に
よ
る
社
会
保
険
労

務
士
に
対
す
る
不
適
切
な
言
動
の
原
因
は
、
労
働
局
職
員
全
体
の
意
識
に
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ

い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
都
道
府
県
労
働
局
の
職
員
に
対
し
て
は
、
接
遇
等
に
関
す
る



 

２ 

 

研
修
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
不
適
切
な
言
動
」
が
、
「
全
国
で
発
生
し
て
い
る
」

と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
「
実
態
調
査
を
す
べ
き
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


